
（料金改定等のお知らせ）

令和元年10月1日改定分

　　　    対象事業所　　奈　良　市：あすならホーム（西の京・今小路）
　　　　　　　　　　 　大和郡山市：あすならホーム郡山
　　　    　　　　　　　生　駒　市：あすならホーム東生駒

上記事業所の地域区分は「6級地」で１単位あたりの単価は

【基本サービス】

1割負担 2割負担 3割負担

要支援１（月額料金） 15単位の増加 3,418単位 35,308円 3,531円 7,062円 10,593円

要支援２（月額料金） 31単位の増加 6,908単位 71,360円 7,136円 14,272円 21,408円

要介護１（月額料金） 44単位の増加 10,364単位 107,060円 10,706円 21,412円 32,118円

要介護２（月額料金） 65単位の増加 15,232単位 157,347円 15,735円 31,470円 47,205円

要介護３（月額料金） 95単位の増加 22,157単位 228,882円 22,889円 45,777円 68,665円

要介護４（月額料金） 104単位の増加 24,454単位 252,610円 25,261円 50,522円 75,783円

要介護５（月額料金） 115単位の増加 26,964単位 278,538円 27,854円 55,708円 83,562円

要支援１（日割り料金） 112単位 1,157円 116円 232円 348円

要支援２（日割り料金） 227単位 2,345円 235円 469円 704円

要介護１（日割り料金） 341単位 3,523円 353円 705円 1,057円

要介護２（日割り料金） 501単位 5,175円 518円 1,035円 1,553円

要介護３（日割り料金） 729単位 7,531円 754円 1,507円 2,260円

要介護４（日割り料金） 804単位 8,305円 831円 1,661円 2,492円

要介護５（日割り料金） 887単位 9,163円 917円 1,833円 2,749円

　　包括費用（定額）ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により小規模多機能型居宅介護計画に定め

　　た期日よりも利用が少なかった場合、または小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも多かった場

　　合であっても、日割りでの割引または増額はいたしません。

　※月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料

　　金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。

　　・登録日…利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊のいずれかのサービスを

　　　　　　　実際に利用開始した日

　　・登録終了日…利用者と当事業所の利用契約を終了した日

「（介護予防）小規模多機能型居宅介護」料金表

10.33円

要介護区分 単位数 利用料金
自己負担額

　※小規模多機能型居宅介護の基本利用料は、通い・訪問・宿泊（介護費用分）すべてを含んだ１ケ月単位の

　※ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金の全額を一旦お支　払いいただきま

　　す。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。

　　償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供

　　証明書」を交付します。
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【加算サービス】

1割負担 2割負担 3割負担

初期加算/１日につき 30単位 310円 31円 62円 93円

認知症加算Ⅰ/１月につき 800単位 8,264円 827円 1,653円 2,480円

認知症加算Ⅱ/１月につき 500単位 5,165円 517円 1,033円 1,550円

若年性認知症受入加算/１月につき 800単位 8,264円 827円 1,653円 2,480円

看護職員配置加算Ⅰ/１月につき 900単位 9,297円 930円 1,860円 2,790円

看護職員配置加算Ⅱ/１月につき 700単位 7,231円 724円 1,447円 2,170円

看護職員配置加算Ⅲ/１月につき 480単位 4,958円 496円 992円 1,488円

看取り連携体制加算/１日につき 64単位 661円 67円 133円 199円

訪問体制強化加算/１月につき 1,000単位 10,330円 1,033円 2,066円 3,099円

総合マネジメント体制強化加算/１月につき 1,000単位 10,330円 1,033円 2,066円 3,099円

生活機能向上連携加算Ⅱ/１月につき 200単位 2,066円 207円 414円 620円

栄養スクリーニング加算/１回につき 5単位 52円 6円 11円 16円

ｻ－ﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ（ｲ）/１月につき 640単位 6,611円 662円 1,323円 1,984円

ｻ－ﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ（ﾛ）/１月につき 500単位 5,165円 517円 1,033円 1,550円

ｻ－ﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ/１月につき 350単位 3,616円 362円 724円 1,085円

ｻ－ﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅲ/１月につき 350単位 3,616円 362円 724円 1,085円

 ※加算は利用者毎に提供するサービスの内容や事業所の職員配置等により異なります。
　どの加算を適用するかについては個別に説明させて頂きます。

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 　新規

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 　新規

　　いません。

　　事業所に認められている加算です。

　※介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の両方が加算されます。

　※介護保険適用料金の自己負担額

　 ･１ヶ月に利用されたサービスの単位数の合計（処遇改善加算・特定処遇改善加算を含む）に地域区分単価を

　　乗じた金額が介護保険サービスの利用料金で、利用者の自己負担割合に応じた金額が自己負担金になります。

　 ･１ヶ月の単位数の合計に地域区分単価を乗じて計算するため、サービス毎の自己負担額を足した金額とは、

　　小数点以下の端数処理の関係で請求書の金額と差異が生じることがあります。

      　サービス利用者の氏名（　　　　　　　　　　　　　　）

説明を受けた方（　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　本人 ・ 家族 ・ 代理人　） ㊞

所定単位数に１．５％を乗じた単位数

　　・介護職員等特定処遇改善加算が（Ⅰ）の場合…所定単位数に11.7％（10.2％＋1.5％）を乗じた単位数が加算されます。

　　・介護職員等特定処遇改善加算が（Ⅱ）の場合…所定単位数に11.4％（10.2％＋1.2％）を乗じた単位数が加算されます。

令和元年　　月　　　日　　事業所名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　説明者（　　　　　　　　　）

消費税増税に伴う基本サービス料金の改定及び新規の「介護職員特定処遇改善加算」についての説明を受けました。　　　

所定単位数に１．２％を乗じた単位数

　※所定単位数…１ヶ月間に利用した基本サービスと加算サービスの単位数の合計です。

　※身体拘束廃止未実施減算…身体拘束を行うと減算される制度です。当法人の事業所では身体拘束は行って

　※介護職員処遇改善加算…介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う

　※介護職員等特定処遇改善加算…2019年10月からの消費税率引き上げに伴い、処遇改善のための

　　特定処遇交付金が新設されました。

加算サービスの種類 単位数 利用料金
自己負担額

所定単位数に１０．２％を乗じた単位数
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